
3 ）陸上動 物 （工事 の実施 ）

（ ．1）事 後 調 査 を行 う こ と と し た理 由

改 変 区痍 に お い て 確 認 され た重 要 な 種 の うち 、 地 上 排 相 性 で移 動 能 力 が 小 さ く、 個

体 が 消 失 す る こ とに よ り事 業 実施 区 域 周 辺 の個 体 群 の 存 続 に影 響 が あ る と考 え られ る

重要 な種 及び 国指定天 然 記 念物 の14種 につ いて は、類 似環境 へ の 自力移 動 を促す か捕

獲 移動 を行 う、或い は生 息 環境 の創 出及 び創 出 した 生育環境 へ の挿獲 移 動 を行 うこ と

と して い る。 ただ し、移 動 先 での生息状 況 な どにつ いて 、現 時点 では環境 保全措 置の

効 果 に 係 る知 見 が不 十 分 で あ る こ とか ら、 事 後 調 査 を 行 う。

（ 2）事 後調査 の項 目及 び 手 法

事 後 調 査 の項 目及 び 手 法 は 以 下 の とお りで あ る 。

（ 3 ）事 後 調 査 の結 果 に よ り環 境 影 響 の程 度 が 著 しい こ とが 明 らか に な っ た場 合 の対 応 の

方針

事 後調 査委 員会 （仮称 ） を設置 し、指 導・ 助言 を受 けて、環境影 響 の回避・ 低減措

置 の強化 や改 善 を図 る。
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項 目 移動後の重要な種の生息状況

調査地点 ・範囲 移動地及びその周辺

調査時期等 調査期間は工事直前か ら工事の実施及び飛行場の施設の供用後 3

～ 5 年間程度 とする。
調査時期は移動後 1 年 目は年 4 回 とし、その後状況 に応 じて見直

し、最低年に2 回。

調査方法 自力移動或いは描獲移動 させた個体 の存続については、個体識別

及び再掃獲が困難であることか ら、動物相調査 として、移動 させ

た重要 な種の個体群が移動先において存続 しているか どうかを把

握する。

移動地及びその周辺 において踏査及び 目視調査、任意採集、 トラ

ップ採集 などを行い、出現状況及び確認地点 を記録す る。また、
オカヤ ドカ リ類などマーキングにより個体識別 が可能な場合は、

可能な限 り移動個体の識別 を行 う。


